
 

令和５年２月１３日（月） 

令和４年度第３回茅ヶ崎市民生委員推薦会 

参考資料１－２ ○民生委員法（抜粋） 

（昭和二十三年七月二十九日） 

（法律第百九十八号） 

民生委員法をここに公布する。 

民生委員法 

第一条 民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援

助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。 

（平一二法一一一・一部改正） 

第二条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努

めなければならない。 

第三条 民生委員は、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の区域にこれを置く。 

第四条 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、

その区域を管轄する市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）の意見をきいて、これを定める。 

（平一一法一六〇・一部改正） 

第五条 民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。 

２ 都道府県知事は、前項の推薦を行うに当たつては、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦し

た者について行うものとする。この場合において、都道府県に設置された社会福祉法（昭和二十六

年法律第四十五号）第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」と

いう。）の意見を聴くよう努めるものとする。 

（昭六〇法九〇・平一一法八七・平一一法一六〇（平一二法一一一）・平一二法一一一・平

二五法四四・一部改正） 

第六条 民生委員推薦会が、民生委員を推薦するに当つては、当該市町村の議会（特別区の議会を含

む。以下同じ。）の議員の選挙権を有する者のうち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、

社会福祉の増進に熱意のある者であつて児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）の児童委員

としても、適当である者について、これを行わなければならない。 

２ 都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うに当たつては、当該推薦に係る者の

うちから児童福祉法の主任児童委員として指名されるべき者を明示しなければならない。 

（平一三法一三五・一部改正） 

第七条 都道府県知事は、民生委員推薦会の推薦した者が、民生委員として適当でないと認めるとき

は、地方社会福祉審議会の意見を聴いて、その民生委員推薦会に対し、民生委員の再推薦を命ずる

ことができる。 

２ 前項の規定により都道府県知事が再推薦を命じた場合において、その日から二十日以内に民生委

員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見

を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大臣に推薦することができる。 

（昭六〇法九〇・平一一法一六〇・一部改正） 

第八条 民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。 

２ 委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者のうちから、市町村長が委嘱する。 

３ 民生委員推薦会に委員長一人を置く。委員長は、委員の互選とする。 

４ 前三項に定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に

関し必要な事項は、政令でこれを定める。 

（昭二八法一一五・平一二法一一一・平二五法四四・一部改正） 

（以下略） 


